
令和３年度　入湯税の使途について

【入湯税充当事業】

国県支出金 市 債 そ の 他
うち

入湯税
うち

その他

環 境 衛 生 施 設 の 整 備 3,652 0 0 3,652 0 0 0

墓苑整備事業 3,652 3,652 0 0 0

0 0

消防施設その他消防活動に必要な施設の整備 1,345 0 1,200 0 145 2 143

消防施設等整備事業 1,345 1,200 145 2 143

0 0

観 光 の 振 興 に 要 す る 費 用 28,912 1,214 0 1,000 26,698 312 26,386

観光協会活動支援事業 4,194 4,194 49 4,145

観光PR事業 8,087 800 1,000 6,287 74 6,213

スポーツツーリズム推進事業 6,293 133 6,160 72 6,088

八方ヶ原施設運営事業 10,338 281 10,057 117 9,940

0 0

合 計 33,909 1,214 1,200 4,652 26,843 314 26,529

※一般財源の割合で、入湯税を按分しています。
※墓苑整備事業及び消防施設等整備事業については、事業費のうち工事請負費及び工事に係る委託料に充当しています。

歳 入
令 和 ３ 年 度 入 湯 税 決 算 額

（ 令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 額 300 千 円 ） 314 千 円

歳 出 入 湯 税 充 当 事 業 33,909 千 円

単位：千円
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